
交付対象者
会派または個人

盟政会
4 人→ 5 人

（4月～　（11月～
10月）　　3月）

日本共産党
三田市議団
4 人→ 3 人

（4月～　（11月～
10月）　　3月）

公明党
3 人 厚地弘行 檜田充 美藤和広 北本節代

交付額 3,180,000 2,580,000 2,160,000 720,000 720,000 720,000 720,000

支
出
額

研究研修費
（研修会参加費等）

55,960 228,230 0 146,984 120,950 34,670 64,820

調査旅費
（交通費、旅費等）

1,366,706 4,320 140,994 115,499 277,388 277,388 76,904

資料作成費
（文具等消耗品等）

327,122 81,213 110,693 40,769 24,064 130,713 25,323

資料購入費
（書籍等）

348,256 272,078 154,119 58,791 74,556 59,502 145,348

要請・陳情活動費
（要請・陳情活動に係る費用）

0 0 0 0 0 0 0

広報広聴費
（会議に係る会場費等）

0 989,771 0 0 0 0 0

備品費
（プリンター購入等）

312,073 113,400 183,393 0 0 0 0

通信運搬費
（電話料、ガソリン代等）

472,180 247,518 342,594 89,009 111,447 145,090 114,164

事務所費
（機器のリース料等）

36,936 353,916 28,217 49,253 107,640 69,056 12,065

合計
（執行率）

2,919,233
　（91.80％）

2,290,446
　（88.78％）

960,010
　（44.44％）

500,305
 （69.49％）

716,045
 （99.45％）

716,419
 （99.50％）

438,624
 （60.92％）

（単位：円）

交付の内訳（1人当たり）＝月額60,000円×12か月
会派支給の場合は、会派の人数分の合計額を交付。
＊平成29年度から3年間は月額45,000円に変更しています。

三田市議会政務活動費の交付に関する条例第２条に基づき、
会派支給または、個人支給どちらかを選択することができます。

平成28年度 報告します政務活動費

田中一良 佐貫尚子 多宮健二 佐々木智文
（11月～3月）

小山裕久
（11月～3月）

小杉崇浩
（11月～3月）

中田哲
（11月～3月）

前中敏弘
（4月～10月）

家代岡桂子
（4月～10月）

坂本三郎
（4月～10月）

西上俊彦
（4月～10月）

720,000 720,000 720,000 300,000 300,000 300,000 300,000 420,000 420,000 420,000 420,000

78,592 74,016 0 34,670 0 144,760 73,316 18,000 0 0 0

63,220 113,858 93,543 106,200 32,297 0 52,638 0 171,188 171,188 171,188

25,276 9,417 0 8,907 0 0 0 28,944 19,481 15,487 0

54,198 118,661 138,733 28,114 23,246 3,675 8,342 94,805 50,580 1,862 32,776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 103,327 0 0 0 0

93,242 15,024 0 24,428 0 19,588 29,199 45,324 82,059 50,985 103,234

50,382 102,369 36,382 38,641 10,567 0 22,217 0 29,331 29,331 29,331

364,910
 （50.68％）

433,345
 （60.19％）

268,658
 （37.31％）

240,960
 （80.32％）

66,110
 （22.04％）

168,023
 （56.01％）

289,039
 （96.35％）

187,073
 （44.54％）

352,639
 （83.96％）

268,853
 （64.01％）

336,529
 （80.13％）

　政務活動費とは、地方自治法に基づいて、市議会議員が政策の調査や研究のために必要な経費

として、使うことができるものです。他市の先進的な取り組み事例を研究して市政に活かす行政

視察や、研究資料の作成費など多岐に渡って活用されています。金額は市長の付属機関である報

酬審議会で決定されています。
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